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八王子市介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１

５条の３３及び第１１５条の３４の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確

認検査指針（平成２１年３月３０日付け老発第０３３００７７号老健局通知）に基づ

き、市が指定する居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事

業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予

防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開

設者（以下「介護サービス事業者」という。）に対して行う業務管理体制の整備に関

する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の

実施及び均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。 

 

（検査の対象） 

第２条 この要綱で定める検査は、法第１１５条の３２第２項の規定に基づき、市長に業務

管理体制の整備に関する事項を届け出た介護サービス事業者であって、当該指定に

係る全ての事業所及び当該指定又は許可に係る全ての施設（以下「指定事業所等」と

いう。）が八王子市の区域に所在する事業者を対象とする。 

 

（検査の種類） 

第３条  検査の種類は、次のとおりとする。 

(１) 実地検査 

   届出のあった業務管理体制の整備及び運用状況を確認するために、定期的に行う。 

(２) 監査 

   指定事業所等の指定等取消相当の事案が発覚した場合に、随時行う。 

 

（検査の実施方法等） 

第４条 検査の実施方法については、次のとおりとする。 

(１)  実地検査 

業務管理体制の整備に関する事項について、法令遵守責任者等から説明を求める

面談方式で行う。 

(２) 監査 

指定事業所等の指定等取消相当の事案が発覚した場合に、当該介護サービス事業

者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案へ

の組織的関与の有無を検証する。 

(３) 実施通知 

      立入検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者に対し、あ

らかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、実効性ある実態把握の観

点から、必要と認める場合には、立入時に速やかに告知することにより、事前通知
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を行わないことができる。 

① 根拠法令 

② 対象事業所及びサービス種別 

③ 実施日時（実地検査）又は実施日及び実施場所（監査） 

④ 検査担当者 

⑤ 検査上の留意事項（実地検査）又は出席者（監査） 

⑥ 準備書類 

⑦ その他必要な事項 

   (４) 監査調書の作成 

      監査を実施した場合は、検査終了後、監査調書を作成する。 

(５) 検査結果の通知 

検査の結果については、検査後講評を行うものとし、後日文書により通知する。 

(６) 改善状況報告書の提出 

当該介護サービス事業者に対し、文書により改善を求めた場合は、検査結果通知

後原則３０日以内に、改善状況報告書の提出を求める。 

 

（勧告及び公表） 

第５条 市長は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備をしていないと認める

ときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、適正な業務管理体制を整備

すべきことを勧告することができる。また、これに従わなかったときは、その旨を公

表することができる。 

 

（行政処分所管部署への通知） 

第６条 当該介護サービス事業者が、正当な理由なく前条の規定による勧告に係る措置をと

らない場合、その旨を行政処分の所管部署へ通知する。 

 

（関係機関との連携） 

第７条 検査の効果を高めるために、東京都及び他の自治体等との協力を図る。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８ 年２月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 


